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　教育活動の計画立案は、現状に対するなにがしかの問題意識が
あり、今よりも好ましい状態を実現できるようにと考えて行われ
るはずです。しかしながら、その基となるべき現状の実態把握が
適切に行われているとは限りません。漠然とした思いや誤った思
い込みに基づいている場合すらあるでしょう。計画立案には、き
ちんとした（客観的な）実態把握を踏まえておくことが求められ
ます。
　サイクルで取組を進める際には、そうした一般的な話以上に、計画立案前の適切な実態把握が
重要になってきます。｢点検｣ を行うためには、計画の立案段階 ( 取組前 ) の実態把握と取組後
の実態把握の結果を比較した取組評価が必要になるからです。取組前後の比較を行わなければ、
取組前から良かった点を取組成果であるかのように評価してみたり、取組前から悪かった点を取
組の副産物であるかのように評価したりしかねません。

実態把握と共有を踏まえた「計画」

♦「計画」の立案は、客観的な指標による実態把握を踏まえた上で行う。

♦「計画」立案の過程も教職員の認識を共通にする機会と捉えていけば、｢実
行｣ 段階がスムーズになる。

計画に先立つ実態把握

計画の立案に先立って、点検時と比較可能な形で客観的な実態把握を行っておかなけれ
ば、せっかくの ｢点検｣ も単なる ｢反省会｣ で終わってしまいます。

　客観的な指標を踏まえた実態把握　

　PDCA サイクルで取組を進める際に、文字通りの順で「計画（P=Plan)」から
始めてしまうと、｢実行（D=Do）」した後の「点検（C=Check）」と｢見直し（A=Act）」
を適切に行うことは困難になってしまいます。なぜなら、計画立案に先立って、
客観的な指標で実態把握を行っておくことが必要だからです。
　また、いきなり ｢計画｣ のみを提示されて ｢実行｣ に移ったとしても､ 児童
生徒が期待通りの変容に至るかどうかは疑問です。それぞれの教室において､
異なる児童生徒の集団を対象に、異なる教師が異なる授業を進めながら、全体
として期待された変容をもたらすには、現在の児童生徒の姿、達成されるべき
児童生徒の姿、そこに至る道筋などが、教職員全員にきちんとイメージされて
いることが不可欠だからです。
　「計画」の段階では、前準備としての実態把握、それを踏まえた認識の共有、
そして取組計画の策定、という過程をていねいに進めていく必要があります。



♦客観的な実態把握に基づかない「計画」を｢点検｣することは、事実上不可能。

♦それぞれの学校ごとに、認識共有のための不断の努力が大切。

計画立案時からの認識の共有 -1

どのような児童生徒の姿を、どのような姿へと変容させていくのかを、具体的なイメー
ジで共有できていないと、せっかくの計画に沿った取組も実を結びません。

　一部の者の主観に基づいて計画が立てられ、教師全員がそれに沿って取り組むよう求められた
として、果たして期待される成果が得られるでしょうか。そもそも、その計画に散りばめられた
言葉の意味や思いすら、計画の立案者と実施者の間で一致しているとは限らないのです。
　例えば、｢子供のための最善の授業｣ という表現の解釈やそれに基づく取組は、どのような児
童生徒の姿を具体的に思い浮かべているのかによって、大きく食い違ってきます。そうした食い
違いを曖昧にしたまま計画を進めても、子供に変容がもたらされるはずがありません。
　何らかの客観的な尺度で測定された児童生徒の姿と、各教師の抱いている主観的な児童生徒の
姿との一致点やズレについて話し合う中で、互いのイメージがすり合わされ、現実の児童生徒の
姿を共通の言葉で共有することが可能になります。そうして初めて、計画が目指す児童生徒の姿
が共有され、各教職員にも自分がすべきことが明確に見えてくるのです。

　把握された実態と各教師の抱いてきたイメージのすり合わせ　

計画立案時からの認識の共有 -2

向かうべき目標（達成されるべき児童生徒の姿）が共有された上で、計画の意味や個々
の取組のもつ意義が共通理解された時、取組が一貫したものとなり、成果があがります。

　現状の児童生徒の姿を踏まえた目指す児童生徒の姿が共有されたなら、後はそこに至
る道筋を年間計画に沿う形で具体化するだけです。「計画」に示された個々の取組は、
達成されるべき児童生徒の姿に近づくためのものになっているかを確認します。
　そのようにして策定された ｢計画｣ であっても、日々の授業に追われ始めると、つい「こなす」
だけになりかねません。児童生徒に行っている日々の働きかけが、立案された計画やその前提と
なっている目標と合致するものになっているかを、各自で随時、点検します。また、計画に位置
づけられた行事であっても、単なる一過性のイベントに終わることなく、目標の達成に寄与する
形で終われるように注意します。各自の点検が意味を持つのは、認識の共有があればこそです。

　取組のたびに、目標は何だったのかを各自が再確認し、点検　

★学校という組織は、一言で組織とは言っても、一般的な企業の場合とはかなり異なっ
ています。小中高等学校間でさえ、その意味合いは異なります。しかし、いずれの組
織であれ、認識の共有がなされることが大切であることは言うまでもありません。



　★ワンポイント・アドバイス★　

サイクルの呼称にとらわれ過ぎない

　サイクルで取り組むと言えば、すぐに「PDCA サイクル」が思い浮かべられるほど、日本で
は定着してきた「PDCA」（Plan-Do-Check-Act：計画 - 実行 - 点検 - 修正）ですが、少なくと
も教育実践に応用する場合には、サイクルで取り組む意義は尊重しつつも、PDCA の表現を柔
軟にふくらませて考えていく方が、良い結果を生むようです。
　ちなみに、国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターが行っている ｢魅力ある学
校づくり調査研究事業｣ の場合には、各学校にサイクルで取り組むようにお願いしていますが、
そこでの PDCAの中身は以下のように整理されています。

　出典：生徒指導リーフ増刊号２『いじめのない学校づくり２　〜サイクルで進める生徒指導：点検と見直し〜』（13 ページ）

　ここでのポイントは、

①計画立案時には、しっかりと実態把握を行って ｢課題｣ を明確にした上で、その課題に
関して年度内に達成可能な「目標」を設定し、その目標に見合った「取組」を設定する、
という「計画（P=Plan)」立案のプロセスを踏むこと

②一定期間経過後に、必ず児童生徒の変容を測る取組評価アンケートによって教師側の取組
を「チェック｣（＝「点検（C=Check）」）すること

③その際、一部の者だけがその過程に関わるのではなく、全ての教職員が関与できるよう配
慮していくこと

のように、まとめられます。
　どのような経過を経ようとも、教職員の認識の共有は必要になるわけですから、あえて別な
時間を設定するよりも、計画の立案や点検の過程で関与してもらっておく方が話は早いからで
す。
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くり」と、私たちは呼んできました。
　あえて、不登校の未然防止と謳

うた

ったのは、基準が明確な不登校児童生徒数や長期欠席児童生徒
数が成果を測る「客観的指標」としてふさわしいと判断したからです。当初から問題行動等全般
の未然防止を視野に入れた事業でしたので、その他の「客観的指標」には児童生徒対象の意識調
査の結果を用いることとし、次の４項目を用いてきました。

　ア　学校が楽しい
　イ　みんなで何かをするのは楽しい
　ウ　授業に主体的に取り組んでいる
　エ　授業がよくわかる

　アやイの項目がいじめの被害経験と相関が高いことは、それまでの生徒指導・進路指導研究セ
ンターの調査から分かっていました。また、問題行動の背景に低学力の問題があることもセンター
の調査から分かっていましたから、ウやエの項目を選んでいます。
　なお、『生徒指導リーフ増刊号１』＊の 22ページでも紹介したとおり、平成 25年度からは、い
じめや暴力に関する意識調査項目も加えた８項目を「客観的指標」として用いています。

※ PDCA サイクルの用語の対比

この冊子や『生徒指導リーフ増刊号１』で想定されている「学校いじめ防止基本方針」の PDCA サイクルは、以
下のように表すことができる。

①「課題（アンケート等の客観的な指標を用いた実態把握に基づく）」を明らかにする
　　　　　　　　　　↓
②「目標（課題から導かれた、短期的、中・長期的）」を決める
　　　　　　　　　　↓
③「行動計画（目標を実現するための具体的な年間計画）」を立てる

　　［上記①〜③を「学校いじめ防止基本方針」として策定］
　　　　　　　　　　↓
④「実行（上記「行動計画」の実施）」
　　　　　　　　　　↓
⑤「点検（取組評価アンケート等の客観的な指標を用いた実態把握に基づく）」
　　　　　　　　　　↓
⑥「（学校いじめ防止基本方針の）見直し」

※点検の回数は、年間に３回（３学期制に準じた形）を想定している。

一方、「魅力ある学校づくり調査研究事業」においては、一連のサイクルを以下のように表現している。細かい表
現ぶりには違いがあるが、基本的には上と同じ考え方に立つものであり、「学校いじめ防止基本方針」の策定や見
直しの参考となる。

①「課題（実態を踏まえた、児童生徒の問題点）」の設定
　　　　　　　　　　↓
②「目標（課題から導かれる、年度内に達成したい児童生徒の好ましい姿）」の設定
　　　　　　　　　　↓
③「取組（内容と実施日程）」の設定
　　　　　　　　　　↓
④「実行（上記の取組の実施）」
　　　　　　　　　　↓
⑤「チェック（児童生徒対象のアンケート調査による）」
　　　　　　　　　　↓
⑥「（「課題」［目標］［取組］の）修正」

※アンケート調査の実施回数は、年に２回以上。（第Ⅲ期からは、年３回に変更）

Ｐ計画

Ｄ実行
Ｃ点検
Ａ修正＝計画

Ｐ計画

Ｄ実行
Ｃ点検
Ａ修正＝計画

3．サイクルで進めた実践

＊国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター 『生徒指導リーフ増刊号 Leaves.1　いじめのない学校づくり　
〜「学校いじめ防止基本方針」策定 Q&A 〜』（平成 25 年 11 月）。


